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児童クラブ入級児募集

◆申込先
　小絹児童クラブ、谷原小学校児童クラブ、
　谷井田小学校児童クラブ、板橋小学校児童クラブ、
　豊小学校児童クラブ、伊奈庁舎児童福祉課

◆問い合わせ先
　伊奈庁舎児童福祉課　☎ 58 - 2111 (内線1160)

　

児
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
放
課
後
な
ど
に
お
い
て
、
保
護
者
の
い
な
い
家
庭

（
留
守
家
庭
）
の
児
童
を
対
象
に
、遊
び
を
中
心
と
し
た
保
育
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

■
対
象
児
童

　

原
則
と
し
て
、
来
年
度
の
小
学
校

１
〜
３
年
生
ま
で
の
児
童
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
両
親
が
自
宅
外
勤
務
の
た
め
、
留

　

守
家
庭
に
な
る
方

②
両
親
が
自
宅
外
勤
務
の
た
め
、
保

　

護
者
（
祖
父
母
な
ど
）
の
適
切
な

　

保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
方

■
設
置
場
所
お
よ
び
募
集
人
員

・
小
絹
児
童
ク
ラ
ブ
（
ふ
れ
あ
い
セ

　

ン
タ
ー
）　
　
　
　

＝
60
人
程
度

・
谷
原
小
学
校
児
童
ク
ラ
ブ
（
谷
原

　

小
学
校
）　
　
　
　

＝
25
人
程
度

・
谷
井
田
小
学
校
児
童
ク
ラ
ブ
（
谷

　

井
田
小
学
校
）　
　

＝
30
人
程
度

・
板
橋
小
学
校
児
童
ク
ラ
ブ
（
板
橋

　

小
学
校
）　
　
　
　

＝
60
人
程
度

・
豊
小
学
校
児
童
ク
ラ
ブ
（
豊
小
学

　

校
）　
　
　
　
　
　

＝
30
人
程
度

■
入
級
決
定

　

３
月
中
旬
ま
で
に
通
知

■
開
級
日

　

毎
週
月
〜
土
曜
日

■
実
施
時
間

・
平
日
＝
放
課
後
〜
午
後
６
時

　
（
※
延
長
午
後
７
時
ま
で
）

・
学
校
休
業
日
＝
午
前
８
時
30
分
〜

　

午
後
６
時

　
（
※
延
長
午
後
７
時
ま
で
）

■
閉
級
日

①
国
民
の
祝
日

②
夏
期
休
業
日（
８
月
13
日
〜
16
日
）

③
年
末
年
始
（
12
月
29
日
〜
１
月
３

　

日
）

④
所
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
日

■
負
担
金

・
保
護
者
負
担
金
＝
月
額
4
千
円

・
お
や
つ
代
な
ど

　

伊
奈
地
区
＝
月
額
２
千
５
０
０
円

　

谷
和
原
地
区
＝
月
額
３
千
円

■
申
込
期
間

　

２
月
１
日
㈭
〜
２
月
16
日
㈮

■
申
込
方
法

　

各
申
込
先
お
よ
び
各
市
立
幼
稚

園
・
保
育
所
に
備
え
付
け
の
「
児
童

ク
ラ
ブ
入
級
申
請
書
」（
勤
務
証
明

書
添
付
必
要
）
を
提
出

■
そ
の
他

　

夏
休
み
、
冬
休
み
、
春
休
み
の
み

の
入
級
希
望
の
場
合
は
、 

申
請
書
の

「
入
級
を
希
望
す
る
ク
ラ
ブ
の
名
称
」

欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
現
在
、
児
童
ク
ラ
ブ
に
入
級
さ
れ

　

て
い
る
場
合
で
も
、
引
き
続
き
平

　

成
19
年
度
の
入
級
を
希
望
さ
れ
る

　

場
合
は
、
改
め
て
入
級
申
込
書
を

　

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

み
ん
な
で
守
ろ
う
！

　

子
ど
も
の
人
権

●
子
ど
も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
に

　

気
づ
い
た
ら

　

全
国
の
法
務
局
・
地
方
法
務

局
に
設
置
さ
れ
た
人
権
相
談
所

や
専
用
相
談
電
話
「
子
ど
も
の

人
権
１
１
０
番
」
で
は
、
子
ど

も
か
ら
だ
け
で
な
く
大
人
か
ら

も
、
子
ど
も
の
人
権
に
関
す
る

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
、
内
容
に
つ
い
て
の

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。
子
ど

も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
に
気
づ
い
た
ら
、

近
く
の
法
務
局
の
人
権
相
談
所

な
ど
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
か
な
か
実
態
が
つ
か
み
に

く
い
子
ど
も
の
人
権
問
題
。
子

ど
も
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
に
早
め
に
気
づ

く
た
め
に
も
、
日
ご
ろ
か
ら
子

ど
も
と
会
話
を
交
わ
す
な
ど
、

不
安
な
く
話
の
で
き
る
関
係
を

築
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

　
（
水
戸
地
方
法
務
局
内
）
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